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一人ひとりの尊厳が守られ、安心してその人らしい生活を継続することができる社会を目指し
ます。

目指す姿

●認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、ひとりで意思決定することに不安や心配の
ある人が、その人らしく暮らせるよう、成年後見制度＊を普及させていきます。

●権利擁護に関する複合的な課題（財産管理、各種手続き、意思決定、法的な課題、虐待等）
に対する相談支援体制を充実します。

●すべての個人が尊重され、権利が守られ安心して暮らし続けられる地域をつくるため、市民・
医療・福祉・介護・行政などに司法を加えた「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」を
構築します。

施策の方向性

権利擁護を推進する（塩尻市成年後見制度利用促進基本計画）
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図表 31　障がい者の成年後見制度＊の認知度
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図表 30　高齢者の成年後見制度＊の認知度

図表 32　 塩尻市成年後見支援センターの 
相談件数

図表 33　塩尻市成年後見制度＊利用者数
 （成年後見、保佐、補助、任意後見含む）

出典：塩尻市「高齢者生活・介護に関する実態調査」

出典：塩尻市成年後見支援センター

出典：塩尻市「福祉に関するアンケート調査」
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長野県 塩尻市

R元年（2019年） 3,314 89

R3年（2021年） 3,452 95

R4年（2022年） 3,467 94
出典：長野家庭裁判所（各年12月）
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 推進目標 2

【安心づくり】

第4章　施策の展開

活動指標

指標名 現状値
【基準年度】

目標値
【令和8（2026）年度】

成年後見制度＊の利用者数 94人
【令和4（2022）年度】 増加

成年後見制度＊の認知度
（高齢者） 32.7％

【令和4（2022）年度】 40.0％

（障がい者） 33.9％
【令和5（2023）年度】 40.0％

内容 担当

1

●後見人等の相談に応じ、活動が適切かつ継続的に行えるよう支援します。
●市民後見人＊の育成と活動を支援します。
●後見人等となることに関心を持つ市民に対し、市民後見人＊養成講座

を実施するとともに、専門職等によるバックアップ体制を確立するな
ど、新たな市民後見人＊等の育成を推進します。

成年後見支援 
センター

取組3：後見人の支援・育成

内容 担当

1

＜周知・啓発の強化＞
●市民及び関係団体・関係機関に成年後見制度＊の周知と理解の促進

を図り、支援を必要とする人が、安心して利用できるよう成年後見制
度＊の定着を推進します。

●成年後見制度＊を必要とする人に気づき、早期に相談につながるよう
相談窓口の周知を強化します。

福祉支援課
介護保険課
成年後見支援 
センター

取組1：成年後見制度＊の周知・啓発

主な取組

内容 担当

1

＜相談支援の強化＞
●本人の判断能力があるうちに相談が開始できるよう、来所による相談

や電話相談、専門相談のほか、訪問による相談に応じるなど相談体
制を強化します。

●受け止めた相談をアセスメント＊し、生活課題（財産管理、各種手続き、
意思決定、法的な課題、虐待等）に関係する相談支援機関等と連携
を図り、課題解決に向けた必要な支援につなげます。

●相談支援を充実させるため、専門職の資質向上を図る研修を実施し
ます。

福祉支援課
介護保険課
成年後見支援 
センター

2

＜利用開始の支援＞
●申立てに関わる相談を受け、手続きに関する支援を実施します。
●適切な候補者推薦のための検討を行います。
●成年後見制度＊の利用開始に至るまでの間、適切な支援を継続します。

福祉支援課
介護保険課
成年後見支援 
センター

取組2：相談支援・利用支援
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内容 担当

1

●中核機関＊の機能を強化するため、次の取組を推進します。
・成年後見制度＊の周知啓発、相談支援、後見人の育成支援
・権利擁護の支援ニーズの課題や必要な取組の整理
・権利擁護の支援を必要とする人を早期に見つけ、適切な支援につ

なげるための市民をはじめとした関係機関（司法、医療、介護、福祉、
行政機関、金融機関、家庭裁判所、市社協等）が一体的に連携・
協力する地域連携ネットワークの強化

福祉支援課
介護保険課
成年後見支援
センター

取組4：利用促進のための体制整備

内容 担当

1

●虐待防止と早期対応に向けた取組を推進していきます。
●権利擁護支援策（法人後見＊業務、日常生活自立支援事業＊、くらし

のあんしんサービス＊、消費生活センター＊、虐待対応等）の総合的
な充実と連携を推進します。

●身寄りのない人の課題解決に向けた体制整備を推進します。

福祉支援課
介護保険課
成年後見支援
センター

取組5：総合的な権利擁護支援策の充実

塩尻市成年後見制度＊利用促進の仕組み

塩尻市成年後見支援センター

中核機関＊ 法人後見*受任 成年後見支援センター運営委員会

選任・
監督

連携

支援

支援

成年後見制度*
利用のための支援 相談

後見人等申立て

塩尻市（福祉支援課・介護保険課・地域包括支援センター）

○成年後見制度*に関する一次相談　○市長申立てに関する相談　○権利擁護に関する相談

家庭裁判所親族本人

連携委託 補助

後見人等

◇家族と成年後見制度＊について話し合う機会を持とう。
◇身の回りに成年後見制度＊の利用が必要と思われる人がいたら、相談窓口につなげよう。

地域・市民の皆さん　こんなことからはじめてみよう！


